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一般社団法人イーストとくしま観光推進機構 

観光アンケートシステム構築業務 

仕 様 書 

 

１ 業務名 

  一般社団法人イーストとくしま観光推進機構 (以下，「機構」という。) 観光アンケー

トシステム構築業務 

 

２ 目 的 

  機構では，徳島県東部圏域を訪れる観光客の受入体制の強化を図るため，観光客に対し

て，観光消費額，リピーター率，満足度等を把握するための観光アンケート調査を実施し

ている。本業務では，当該調査における調査票回収率のさらなる向上と，調査に協力いた

だく施設等の負担軽減を図るため，従来まで紙媒体のみで行っていた調査を，スマートフ

ォンやタブレット端末等でも実施できるようにするシステムを構築する事業者を募集す

る。 

 

３ 業務の内容 

(１) 観光アンケート調査 (対面調査／留置き調査の両方を想定) にスマートフォンやタ

ブレット端末等で回答できるシステムの開発 

(２) インバウンド観光客から回答してもらうための多言語 (英語，韓国語，簡体語，繁体

語) に対応したシステムの開発 

(３) 機構が本年１１月に実施を予定する観光アンケート調査 (対面調査) において当該

システムを使用できるようにすること。 

(４) 観光客からの視認性と調査票回収率を高めるためのチラシ・ＰＯＰのデザイン・制作 

 

４ 委託料上限額 

２，０００千円 (消費税及び地方消費税含む)  

  ※業務実施に必要な調査費・通信費・交通費等の諸経費を含む。 

  ※消費税及び地方消費税は，委託料に１１０分の１０を乗じて得た額である。 

 

５ 委託期間 

契約締結日から令和元年１２月２５日 (水) までとする。 

 

６ 成果品 

(１) システム利用マニュアル (１部)  
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(２) ＰＯＰ (２０部)  

(３) チラシ (2,000部)  

 

７ 委託事業完了報告書等の提出 

令和元年１２月２５日（水）までに，次の報告書を提出すること。 

(１) 委託事業完了報告書 １部 

(２) その他関係資料及び電子データ １式 

 

８  委託費の額の確定 

機構は, 上記７により提出された委託事業完了報告書について, 審査及び必要に応じ

て現地調査を行い, その内容が適正であると認めたときは, 委託費の額を確定し, 受託

者へ通知するものとする。 

 

９  事業の変更・中止 

(１) 事業内容については，委託先決定後，機構と受託者が協議を行い，内容，仕様及び委

託料の詳細を決定する。その際，提出された企画提案書や事業実施計画書と異なる内容

に決定する場合がある。 

(２) 契約書，仕様書及び事業実施計画書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は，機構 

と受託者が協議の上，決定することとする。 

 

１０ 一般的留意事項 

 (１) 受託者は，業務の遂行について随時報告を行うこと。  

 (２) 業務を遂行するうえで必要な資料等は，取材等により受託者において入手するほか，

必要に応じて随時貸与する。なお，貸与した資料等の複製，複写の可否，返却等につい

ては，発注者の指示に従うこと。 

 (３) 受託者は，業務期間はもとより期間終了後も，当該業務で知り得た機密，個人情報等

の取扱いについて厳守すること。 

 

１１ その他事項 

 (１) 今回の業務委託により制作される成果物の著作権 (著作権法第２７条・第２８条に

規定する権利を含む) ，所有権等，その他の一切の権利は発注者に帰属するものとする。

ただし，受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識，技術に関する権利等 

(以下，「権利留保分」という。) については，受託者に留保するものとし，この場合，

発注者は，権利留保分についての当該権利を，使用期限の定めなく無償で非独占的に使

用できるものとする。 

(２) 成果物は，発注者が自由に二次使用 (加工，ホームページへの掲載等) できるものと

する。 

(３) 受託者の記述が特許権など法令に基づいて保護される第三者の権利が対象となって
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いるものを使用した結果生じた責任については，受託者が負うものとする。 

(４) 受託者は本事業公募に係るすべての書類，またその内容について，発注者の許可なく

譲渡，公開をしてはならない。 

 (５) 本業務仕様書に定めのない事項については，機構と協議するものとする。 

以 上 


